
 

第 37 回  議会改革推進特別委員会 

令和 6 年 7 月 10 日(水) 

10 時 00 分 ～ 時  分 

第 2 委 員 会 室 

（ オ ン ラ イ ン 併 用 ） 

                

【委 員】 牛尾委員長、西田副委員長 
      三浦委員（オンライン）、村武委員、小川委員、布施委員、佐々木委員、 

田畑委員 
【議長団・委員外議員】  
【事務局】 下間局長、松井次長、小寺書記 

 
議題 

1 事務事業評価について 

 （1）試行及び本格実施方法確認 

 

 （2）評価試行 

 

 

2 議会図書室の活用について 

 （1）活用方法確認 

 

 （2）議長報告内容の確認 

 

 

3 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○次回開催    月   日（  ）   時   分  全員協議会室 
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1 目的 

  市政（事業）に対する監視機能を強化し決算審査の充実を図る手段として、議

会として特定の事業の評価を行い、当該事業の拡充、改善、廃止等の意見書を市

に提出することにより、住民福祉の増進を図る。 

 

2 実施主体 

  予算決算委員会とする。 

  予算決算委員会の所管は「予算及び決算の議案に関する事項」であるため、決

算審査に絡めて実施。予算決算委員が所管委員会別に 3 グループに分かれるワー

キンググループ（WG）方式で行う。 

 

3 実施スケジュール 

時期 R6試行 R7本格実施 

3月中旬 

 令和 6 年度に実施した事業の

中から事務事業評価を行う事

業を全委員で選定し、議長に報

告 

（所管ごとに 2事業程度、合計

6事業程度を目安とする） 

3月下旬 

 選定した事業を議長が市に通

知し、主要施策等実績報告書へ

の当該事業の掲載を依頼 

4月～8月  
所管委員会にて、選定した事業

を所管事務調査事項として調

査を行う 
9月上旬 

主要施策等実績報告書の提

出を受け、予算決算委員会に

て評価事業を選定する 

9月決算審査 事前通告による質疑で当該事業の深掘りを行う 

9月下旬 

開議前 事前に全委員が事務事業評価シートをデータにて提

出し、Sidebooksへアップロードしておく 

 

【予算決算委員会の審査のまとめの日】 

10：00 予算決算委員会開会、事務事業評価実施方法確認 

10：10 予算決算委員会は休憩し、総務 G、福祉 G、産業 Gに

各委員会室に分かれ、同時に事務事業評価を行う 

各 G において、これまでの質疑、調査、提出のシー

トを踏まえ評価意見書を作成する（午前中まで） 

13：00 予算決算委員会を再開し、各 G から評価意見書を読

み上げ、全委員で協議し意見書を仕上げる 

※これまでの附帯決議の協議は必要に応じて行う 
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時期 R6試行 R7本格実施 

9月定例会議最終日 

 本会議において予算決算委員

会提出議案として「評価意見

書」を提出 

翌年 3月定例会議 

初日全員協議会 

 冒頭に評価意見書に対する当

初予算への反映状況等の報告

を受ける 

 

【参考】小松島市議会の事務事業評価シート及び議会評価意見書 

 

  



浜田市立中央図書館のレファレンス機能の活用 

議員の情報収集力強化につなげるため、浜田市立中央図書館と連携し、社会

情勢や時事問題等に関する図書の選書を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議員共有本棚の設置 

各議員が政務活動費等で購入した書籍について、他の議員にも情報共有し議

員の調査研究に資するため、全議員で共有可能な書棚「シェアする議会本棚」

を議会図書室に設ける。書籍配置期間は提供する議員が自由に設定するが、期

間の上限は議員任期の間とし議員改選期には更新する。共有可能な書籍の管理

は浜田市議会図書室規程に基づき行う。 

【（仮）シェアする議会本棚】運用（案） 

⑴議員が書籍を随時提供（勧める理由など一言コメントを併せて提出） 

⑵新着書籍情報（コメント、設置期間等）として議会事務局から通知 

⑶分野別に分類し議会図書室へ整理 

※自宅等への持ち帰りも可（貸出期間は） 

※まずは議員間での共有の本棚とする（市民への貸出し不可） 

※以下の管理簿にて書籍情報、貸出情報等を管理 

【中央図書館のレファレンス機能活用スキーム（案）】 

⑴定例会議前の議会運営委員会にて選書を依頼する分野を各会派から提案 

（5 会派から、人口減少、農業、洋上風力発電、ヤングケアラー、…など） 

⑵決定した選書分野を中央図書館へ通知し、選書を依頼 

（5 分野 2 冊ずつ、10 冊を上限、既に蔵書のある書籍でも可） 

（6 月、9 月、12 月、3 月の中央図書館選書会議にて協議） 

⑶依頼に基づいた中央図書館からの書籍情報を議会事務局へ情報提供 

（情報提供のタイミングは確認中） 

⑷議会事務局から全議員へ LINE WORKS にて通知し、希望する議員は中央図書館で

書籍を借りる 

 


